
外国口座税務コンプライアンス法（以下、「ＦＡＴＣＡ」という）は、米国納税義務者による米国外の金融口座等を利用した租税
回避を防ぐ目的で、米国外の金融機関に対し、顧客が米国納税義務者であるかを確認すること等を求める米国の法律です。

日本の生命保険会社では、ＦＡＴＣＡ実施に関する日米関係官庁間の声明（注１）に基づき、生命保険契約の取引等をする際、
お客様が所定の米国納税義務者であるかを確認し、該当する場合には、米国内国歳入庁宛にご契約情報等の報告を行っております。

（注１）国際的な税務コンプライアンスの向上およびＦＡＴＣＡ実施の円滑化のための米国財務省と日本当局の間の相互協力および理解に関する声明

ＦＡＴＣＡに関するご案内

○ 以下のお客様が対象となります。（注３）

－米国市民（米国市民権・米国籍を有する人）
－米国居住者
－米国事業体（法人等）
－米国人（注４）が２５％を超える議決権等を有する事業体（法人等）
（総所得のうち、投資所得が５０％以上の場合のみ）

（注３）事業体（法人等）の場合、Ｐ．２の報告対象外事業体（法人等）を除きます。
（注４）米国事業体（法人等）を除きます。

○ 所定の書類により、報告対象となる米国納税義務者に該当するかお客様ご自身でご申告いただきます。

○ 各種証明書類（注２）をご提示またはご提出いただく場合があります。

（注２）運転免許証、パスポート、登記簿謄本等の公的証明書 等

Ｐ．１

○ お客様に確認手続に応じていただけない、または米国内国歳入庁への報告に同意していただけない
場合、当社は生命保険契約の締結等を行えません。 （注５）

○ 契約締結後の各種手続において、確認手続に応じていただけない等の場合には、米国内国歳入庁の
要請に基づき、該当契約情報等を日米当局間で交換することとされています。（注５）

（注５）納税者番号を取得中の方は、生命保険の締結等を行うことができます。この場合、米国内国歳入庁に対して「不同意」として報告いたします。
番号取得後に当社にご連絡いただきましたら、当社より米国内国歳入庁に改めて当該番号を報告いたします。

ご契約期間中の渡米等によって、米国市民・米国居住者等に該当することとなった場合は、当社まで
ご連絡ください。

「ＦＡＴＣＡについての確認書」等（注６）にて当社が取得したお客様の個人情報は、ＦＡＴＣＡ実施の
ために必要な範囲においてのみ使用します。また、必要に応じて米国内国歳入庁に提供します。

米国における個人情報の保護に関する制度については、個人情報保護委員会ホームページ
https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/kaiseihogohou/#gaikokuをご参照ください。
提供先である米国内国歳入庁においては、OECDプライバシーガイドライン８原則
（①収集制限、②データ内容、③目的明確化、④利用制限、⑤安全保護措置、⑥公開、⑦個人参加、⑧責任）

をすべて講じている旨、一般社団法人生命保険協会にて、確認しております。

（注６）・ＦＡＴＣＡについての確認書
・情報提供同意書 兼 納税者番号・宣誓依頼書
・宣誓書類（源泉税に関する受益者証明書）（個人契約用）

<ニッセイトータルパートナー>

■ ＦＡＴＣＡの確認手続について

■ 報告対象となる米国納税義務者について

■ 確認手続に応じていただけない、または報告に同意していただけない場合について

■ ご留意点

■ 個人情報の取扱い

■ お問合せ先

〒５４１－８５０１ 大阪市中央区今橋３－５－１２

○ ニッセイホームページ

○ ニッセイコールセンター
電話番号 ０１２０－２０１－０２１（通話料無料）

受付時間 月～金曜日 ９：００～１８：００
土曜日 ９：００～１７：００

（祝日、１２／３１～１／３を除く）

https：//www.nissay.co.jp

日本生命 検索
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■ 金融機関とは

保管機関、預金機関、投資事業体、または特定保険会社のことです。

－保管機関は、事業の相当部分において他社に代わって金融資産を保有する法人をいい、当該法人の総所得の２０％以上が、金融資産の
保有および関連する金融サービスによるものである法人をいいます。

－預金機関は、銀行業または類似業務の通常の過程において、預金を受付ける法人をいいます。
－投資事業体は、顧客のためにまたは顧客に代わって、通貨市場商品の取引、外国為替、為替・利率・インデックス商品、譲渡可能証券、
コモディティ先物取引、個人または集団のポートフォリオ管理、他者に代わってする基金もしくは通貨の投資・運営・管理の１つ以上の
活動または業務を行う事業体（法人）をいいます。

－特定保険会社は、キャッシュバリュー保険契約または年金保険契約を発行する、またはこれらの保険に関して支払いを行う義務のある
保険会社（またはそのような保険会社の持株会社）をいいます。

■ ＧＩＩＮとは

日本国内金融機関または他の日本国居住者である事業体（法人等）のうち、不報告日本国内金融機関とされたもの、または、別途、関連する米国財務省規則
に当てはまるものに付与されるグローバル仲介者認識番号（Global Intermediary Identification Number ： GIIN）のことです。

■ 総所得のうち、投資所得が５０％以上の事業体（法人等）とは

保険契約申込（手続）時の前年度において、総所得の５０％以上が投資所得を稼得する資産、または稼得を目的として保有されている資産からの収入である
事業体（法人等）のことです。
例）投資所得：配当・利子・家賃・使用料・年金・株式・債券等の売却益・デリバティブ利益

※ご提出書類の用語に関する注釈

■ 報告対象外事業体（法人等）とは

「国際的な税務コンプライアンスの向上およびＦＡＴＣＡ実施の円滑化のための米国財務省と日本当局の間の相互協力および理解に関する声明」に定められた
米国内国歳入庁に報告が不要な事業体（法人等）のことです。具体的には以下のとおりです。（「ＦＡＴＣＡについての確認書」の質問事項２に該当）

①上場会社またはその関連会社

②総所得のうち投資所得の割合が５０％未満、かつ保有資産のうち、投資所得を生み出す資産が５０％未満の事業体（法人等）

③政府機関、国際機関、中央銀行、またはそれらが１００％保有する事業体（法人等）

④一定の要件を全て満たす非営利団体

⑤米国属領で設立された事業体（法人等）（金融機関を除く）

⑥非金融子会社の持株会社

⑦新興会社（設立後２４カ月以内）

⑧金融機関以外の清算・更生・破産の手続中の会社

⑨金融機関以外のグループのヘッジ・ファイナンスセンター

⑩投資ＮＦＦＥでない源泉外国パートナーシップ・源泉外国信託

⑪適用外受益者

⑫政府の認可・許可がなされていることが明らかな事業体（法人等）または事業目的が明らかな事業体（法人等）

例）学校法人、公益社団・財団法人、宗教法人 等

Ｐ．２

個人・法人でご提出いただく書類が異なりますので、以下をご確認ください。

個人のお客様 法人のお客様

米国納税義務者に

該当する場合

「情報提供同意書 兼 納税者番号・宣誓依頼書
（Ｗ－９）」

「ＦＡＴＣＡについての確認書」
「情報提供同意書 兼 納税者番号・宣誓依頼書

（Ｗ－９）」

米国納税義務者に

該当しない場合

「宣誓書類（源泉税に関する受益者証明書）

（Ｗ－８ＢＥＮ）」
「ＦＡＴＣＡについての確認書」

■ 犯罪収益移転防止法所定の実質的支配者とは

法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある者をいい、どのような者が該当するかは、法人の性質にしたがって定められています。
－資本多数決の原則を採る法人…当該法人の議決権の総数の４分の１を超える議決権を有している者
例）株式会社、特例有限会社、投資法人、特定目的会社 等
－上記以外…当該法人を代表する権限を有している者
例）一般財団法人・社団法人、宗教法人、医療法人、社会福祉法人、持分会社（合名会社、合資会社、合同会社）等

■ 宣誓みなし遵守外国金融機関とは

米国財務省規則に定義された地域顧客基盤を有する小規模金融機関等のことです。

■ 不参加外国金融機関とは

米国内国歳入庁が重大な不遵守があると認めた場合、または米国とパートナー国間の協定の対応する規定に沿って不参加金融機関として扱われる金融機関のこと
です。

■ ご提出いただく所定の書類について①
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Ｐ．３
■ ご提出いただく所定の書類について②

「ＦＡＴＣＡについての確認書」 ＜法人のお客様向け＞

●×株式会社

代表取締役 日生 太郎 印

●×カブシキガイシャ ダイヒョウトリシマリヤク ニッセイタロウ

12K4U6.00005.ME.392

令和４ 4 1

２

１

✔
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以下のとおり、お手続
きに応じて記入・押印
の要否が異なる欄が
ございます。
ご留意ください。

◯「法人登記印届出
書」を提出された
新契約申込手続の
場合

①欄に代表者または
取引担当者が自署し
てください。（②欄に
法務局届出印の押印
は不要です。）

◯上記以外の場合
②欄に法務局届出印
を押印してください。
（①欄に代表者また
は取引担当者の自署
は不要です。）



Ｐ．４
■ ご提出いただく所定の書類について③－１

「情報提供同意書 兼 納税者番号・宣誓依頼書（Ｗ－９）」 ＜個人のお客様向け＞

Hanako Nippon

123 ××× ×××

×××× ×××, CA
12345

USA

Hanako Nippon 2022 4 1

Hanako Nippon

1 2 3  4 5 6 7 8 9 

✔

2022 4 1

帳202307-029
ﾗｲﾌﾞﾗﾘ№:2023070015



Ｐ．５
■ ご提出いただく所定の書類について③－２

「情報提供同意書 兼 納税者番号・宣誓依頼書（Ｗ－９）」 ＜法人のお客様向け＞

●× Company

123 Bank Road

Mountain View, CA
94043

USA

Hanako Nippon

Hanako Nippon

operating officer

Hanako Nippon

Hanako Nippon

operating officer

1 2 3  4 5 6 7 8 9 

2022 4 1

2022 4 1

✔
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Ｐ．６
■ ご提出いただく所定の書類について④

「宣誓書類（源泉税に関する受益者証明書）（Ｗ－８ＢＥＮ）」 ＜個人のお客様向け＞

日生 太郎

ニッセイ タロウ

1982 6 2

541 8501

大阪府大阪市中央区今橋 ３－５－１２

オオサカフ オオサカシ チュウオウク イマバシ

日本

アメリカ合衆国 日本

日生 太郎 2022 4 1
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ご印鑑（法務局届出印）

日本生命保険相互会社 行

本様式記載の情報を確認したこと、および保険契約者が知る限りにおいて、記載された情報が真実、正確、
完全であることを宣誓します。本様式の記入事項が変更になった場合、３０日以内に記入事項を更新した新しい様式を提出
することに同意のうえ、以下宣誓します。
また、「ＦＡＴＣＡに関するご案内」に記載の「個人情報の取扱い」について確認・同意します。

ＦＡＴＣＡについての確認書

「ＦＡＴＣＡに関するご案内」をご一読いただき、以下についてご記入ください。

提案書番号年 月 日記入日

帳202303－075 ﾗｲﾌﾞﾗﾘ№:2023070015

撮

① 以下②③④のいずれも該当しない

② 日本国内において営業所登記している米国法人である（※）

（※） 上場法人は除く

③ 投資事業体（※１）かつ株主等（※２）に米国人がいる法人である（※３）

（※１）前暦年、または前会計年度における総所得のうち、投資所得が
５０％以上、または保有資産のうち、投資所得を生み出すために
所有している資産が５０％以上の法人

（※２）議決権総数（株式）の２５％超を保有している個人
または代表権限者（一般社団法人、持分会社等の場合）

（※３）上場法人は除く

④ 金融機関である

〔質問〕貴社は以下①～④のいずれに該当しますか。
該当する項目にレ点チェックしてください。

□

□

□

「情
報
提
供
同
意
書

兼

納
税
者
番
号
・

宣
誓
依
頼
書
」を
ご
記
入
く
だ
さ
い
。

ＧＩＩＮ番号をご記入ください。

ＧＩＩＮ番号を現在取得していない場合は“申請中”とご記入ください。

□

(フリガナ)

法人名
および
代表者の
役職・名前

様

様

「法人登記印届出書」を提出された新契約申込の場合のみ、手続きをいただいた方ご自身の名前を自署してください。

「法人登記印届出書」を提出され
た新契約申込手続の場合は押印
不要

会
社
処
理
欄

支社 拠点
受付番号 月 番

契約番号

（自署）

法人名・役職名は不要です。


